
プレート誤使用（券面記載の車両以外の使用）

1.発生日時 令和2年12月14日 17時00分ごろ判明

2.発生場所 管内 多治見IC～豊田松平IC間

3.発生状況 豊田松平雪氷詰所へ作業準備のために、業務用プレートを持出す
際、車両番号と業務用プレ－ト記載の車両番号を確認せずに使用し、
本来使用すべき業務用プレートを使用しなかったもの。

事業所に戻ったあと、メンテ職員のプレート確認チェック時
に誤使用に気付いた。

４.使用状況 多治見IC 12：40ごろ ETC入口
豊田松平IC 14：00ごろ ETC出口

豊田松平IC 14：10ごろ ETC入口
多治見IC 14：40ごろ ETC出口



プレート誤使用（券面記載の車両以外の使用）

５．業務用プレートの保管状況
通常、工事用車両の鍵と業務用プレ－トは同一の車両鞄に収納し、鍵付きロッカ－内の決められた

位置に保管し、持ち出す際は使用する車両番号の鞄一式を持ち出し使用している。
仮に使用する車両と異なる車両鞄を持ち出したとしても、車両自体を開錠することが出来ないので

プレートを誤使用することはない物理的対策をしている。
当該車両は、 の車両で維持修繕業務以外の 内業務でも使用することがあるため、

目的外使用防止のために業務用プレ－トは車両鞄に鍵は別保管になっていた。

６．当時の業務用プレート開始出し～返納までの経緯と原因

①持出時 当事者は、車両鞄を保管ロッカ－から持ち出す際、業務用プレ－ト収納鞄が類似しているため
車両番号と業務用プレ－トの確認を怠り、自身が使用する車両鞄と思い込んで持ち出した。

②使用時 通常車両のETC車載器の差込口付近に確認番号を添付し使用前の確認を促す啓示をしてあるが、
車両の番号もカード番号も照合する事も怠って使用した。（使用前の記録簿記載なし。）

③返納時 車両の使用後の確認の際は、ETC車載器からカ－ドを抜き取り再度、車両確認番号をチェックする
事が手順であるが、その手順を順守することなく、確認を怠った。
当事者は、業務用プレ－トを車両鞄保管ロッカ－へ返納する際、メンテ職員による
業務用プレ－ト・車両鞄・使用車両鍵の確認の際に、メンテ職員に誤使用を指摘され気が付いた。





再発防止対策
【車両カバン チェック表（案）】
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